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協会長　各位

(一社)全国警備業協会
専務理事　黒木　慶英

地方公共団体の発注における適切な価格転嫁の実現に向けた
低入札価格調査制度・最低制限価格制度の適切な運用等に関する総務省通達について
（参考送付）


謹　啓
　貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和７年12月16日、総務省自治行政局行政課長等から各都道府県会計管理者等に対し、みだしの通達（別添のとおり）が発出されておりますので、ご参考までにお送りいたします。
　ご案内のとおり、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入拡大・活用等につきましては、令和７年10月23日付文書（全警協発第185号「地方公共団体への要望活動の参考資料について」）により、各都道府県警備業協会に対し、所要の要望活動をされますようお願いをしているところでありますが、別添の総務省通達は、その運用等について、具体的に記述されているものであります。
　つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮ですが、管内加盟員にご周知いただきますようお願い申し上げます。
　謹　白


